
 

 

大阪市住之江区とグランドプリンスホテル大阪ベイとのパートナーシップ協定書 

 

 

大阪市住之江区（以下「甲」という。）とグランドプリンスホテル大阪ベイを運営する株式

会社ホライズン・ホテルズ（以下「乙」という。）とは、相互の連携強化を図ることで大阪市

住之江区内の地域活性化を推進するために、次のとおりパートナーシップ協定（以下「本協

定」という。）を締結する。 

 

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲及び乙が包括的な連携のもと、相互に協力し、活力ある地域社会の形

成と発展に資することを目的とする。 

 

（連携事項） 

第２条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。 

（１）まちづくりに関すること 

（２）魅力発信に関すること 

（３）観光振興に関すること 

（４）安全安心なまちづくりに関すること 

（５）その他、甲及び乙の施策事業との連携など、前条の目的を達成するために必要な事項 

 

（禁止事項） 

第３条 本協定の実施にあたって、甲及び乙は次の各号に該当する行為をしてはならない。 

（１）法令又は公序良俗に反する、又は反するおそれがある行為 

（２）政治活動又は宗教活動を伴う行為 

 

（連携期間） 

第４条 本協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、本協定の満了日の１

か月前までに、甲乙のいずれからも改廃の申し入れがない場合は、さらに１年間更新する

ものとし、その後も同様とする。 

 

（守秘義務） 

第５条 甲及び乙は、連携事項の検討・実施により知り得た秘密を漏らしてはならない。な

お、報道機関等の第三者へ連携事項に関する公表を行う際は、予め甲乙でその対応を協議

する。 

２ 甲及び乙は、理由の如何を問わず本協定が終了した後も、前項に定める秘密保持の責務

を負うものとする。 



 

 

（協定の解除） 

第６条 本協定の実施にあたって、甲及び乙が次の各号のいずれかに該当した場合、第４条

の規定にかかわらず、本協定を解除することができる。 

（１）法令又は公序良俗に反する活動を行った場合 

（２）政治活動又は宗教活動を行った場合 

（３）暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則第 3条に掲げる者に該当する場合 

（４）その他住之江区長が認める場合 

 

（協議） 

第７条 本協定に定めるもののほか、住之江区パートナーシップ協定要綱を遵守し、連携・協

力の具体的事項及びその他必要な事項については、甲及び乙が協議して別に定める。 

 

 本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙が署名のうえ、各々１通を保有

する。 

 

 

令和８年３月２５日 

 

甲 大阪府大阪市住之江区御崎 3丁目 1−17 

 

大阪市住之江区役所 

 

住之江区長      

 

 

乙 大阪府大阪市住之江区南港北 1丁目 13-11 

 

株式会社ホライズン・ホテルズ 

グランドプリンスホテル大阪ベイ 

 

総支配人  

 

 

※協定書原本は、両当事者が自筆で署名しています。 

藤井 秀明 

田口 真也 


